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現在募集中の義援金 

１．平成２８年熊本地震義援金  

募集期間 ２０１６年４月１８日（月）～２０２０年３月３１日（火） 

詳しくは２ページ目をご覧ください。 

 

 

２．平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 
募集期間 ２０１８年９月１２日（水）～２０２０年３月３１日（月） 

詳しくは３ページ目をご覧ください。 

 

 

３．令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 

募集期間 ２０１９年９月２日（月）～２０２０年２月２８日（金） 

詳しくは４ページ目をご覧ください。 

 

 

４．京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金 

募集期間 ２０１９年９月９日（月）～２０１９年１０月３１日（木） 

詳しくは５ページ目をご覧ください。 

 

 

５．令和元年台風第１５号千葉県災害義援金 

募集期間 ２０１９年９月１７日（火）～２０１９年１２月３０日（月） 

詳しくは６ページ目をご覧ください。 

 

 

６．令和元年台風第１９号災害義援金 

募集期間 ２０１９年１０月１６日（水）～２０１９年１２月３０日（月） 

詳しくは７ページ目をご覧ください。 
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登別市共同募金委員会作成 

平成２８年熊本地震義援金募集 

平成２８年４月１４日に発生した熊本県熊本地方を震源とする地震により、大きな被害がでております。 

この災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けます。 

皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

１．義援金名  「平成２８年熊本地震義援金」 

 

２．募集期間  ２０１６年４月１８日（月）～２０２０年３月３１日（火） 

 

３．受付方法   

  ■義援金取り扱い窓口 

   ①登別市共同募金委員会（登別市社会福祉協議会） 

   受付時間 平日９時～１７時３０分（土・日祝日除く） 

   住  所 登別市片倉町６－９－１ しんた２１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ ０１４３－８８－０８６０ 

 

   ②室蘭民報社中部支社 

   受付時間 平日９時～１６時（土・日祝日除く） 

   住  所 登別市中央町１－１２－１１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ ０１４３－８５－４５３０ 

 

  ■義援金送付先（直接送金する場合） 

   熊本県共同募金会の受付口座 

   金融機関名：ゆうちょ銀行 

   口座番号：００９５０－２－１７４３２１ 

   口座名義：熊本県共同募金会熊本地震義援金 

 

４．税制優遇措置  

株式会社等の法人からの寄付行為は『全額損金』として取り扱えます。 

 ≪法人税法第３７条第３項第２号≫ 

  個人からの寄付行為が２００１円以上の場合は、所得税・住民税の『寄付金控除』を 

受けることができます。 

 ≪所得税法第７８条第２項第２号、地方税法第３７条２・第３１４条の７第１項第１号≫ 

  ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

５．その他    災害義援金のみ取扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

 

詳しくは中央共同募金会ホームページをご覧ください。 

 

＜集められた義援金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 
被災県市区町村（行政） 

◇被災状況調査、助成世帯決定及び支給等 

義援金配分委員会 

◇各種義援金の集約 

④被災県共同募金会 
◇全国都道府県市町村共募義援

金の集約等 

①登別市で展開する募金募集活動 
②登別市共同募金委員会 

◇市民の皆様からお預かりした募金 

③社会福祉法人北海道共同募金会 
◇道内で集められた募金の集約 
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登別市共同募金委員会作成 

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 

平成３０年９月６日に胆振地方中東部を震源とする地震により、大きな被害がでております。 

この災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けます。 

皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

１．義援金名  「平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金」 

 

２．募集期間  ２０１８年９月１２日（水）～２０２０年３月３１日（月） 

 

３．受付方法   

  ■義援金取り扱い窓口 

   ①登別市共同募金委員会（登別市社会福祉協議会） 

   受付時間 平日９時～１７時３０分（土・日祝日除く） 

   住  所 登別市片倉町６－９－１ しんた２１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ ０１４３－８８－０８６０ 

 

  ■義援金送付先（直接送金する場合） 

   北海道共同募金会の受付口座 

   金融機関名：ゆうちょ銀行 

   口座番号：００１７０‐８‐６３５１１１  

  口座名義：北海道共募 北海道地震災害義援金 

 

４．税制優遇措置  

株式会社等の法人からの寄付行為は『全額損金』として取り扱えます。 

 ≪法人税法第３７条第３項第２号≫ 

  個人からの寄付行為が２００１円以上の場合は、所得税・住民税の『寄付金控除』を 

受けることができます。 

 ≪所得税法第７８条第２項第２号、地方税法第３７条２・第３１４条の７第１項第１号≫ 

  ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

５．その他    災害義援金のみ取扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

 

詳しくは中央共同募金会ホームページをご覧ください。 

 

＜集められた義援金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災県市区町村（行政） 
◇被災状況調査、助成世帯決定及び支給等 

義援金配分委員会 

◇各種義援金の集約 

①登別市で展開する募金募集活動 
②登別市共同募金委員会 

◇市民の皆様からお預かりした募金 

③社会福祉法人北海道共同募金会 
◇道内で集められた募金の集約 
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登別市共同募金委員会作成 

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 

令和元年８月２７日からの大雨により、佐賀県内各地で死傷者の人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生す

るなど、大きな被害がでております。 

この災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けます。 

皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

１．義援金名  「令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金」 

 

２．募集期間  ２０１９年９月２日（月）～２０２０年２月２８日（金） 

 

３．受付方法   

  ■義援金取り扱い窓口 

   ①登別市共同募金委員会（登別市社会福祉協議会） 

   受付時間 平日９時～１７時３０分（土・日祝日除く） 

   住  所 登別市片倉町６－９－１ しんた２１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ ０１４３－８８－０８６０ 

 

  ■義援金送付先（直接送金する場合） 

   佐賀県共同募金会の受付口座 

   金融機関名：ゆうちょ銀行 

   口座番号：００９５０-９-２３７５８５ 

   口座名義：佐賀県共募 令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 

 

４．税制優遇措置  

株式会社等の法人からの寄付行為は『全額損金』として取り扱えます。 

 ≪法人税法第３７条第３項第２号≫ 

  個人からの寄付行為が２００１円以上の場合は、所得税・住民税の『寄付金控除』を 

受けることができます。 

 ≪所得税法第７８条第２項第２号、地方税法第３７条２・第３１４条の７第１項第１号≫ 

  ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

５．その他    災害義援金のみ取扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

 

詳しくは中央共同募金会ホームページをご覧ください。 

 

＜集められた義援金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災県市区町村（行政） 
◇被災状況調査、助成世帯決定及び支給等 

義援金配分委員会 

◇各種義援金の集約 
④被災県共同募金会 

◇全国都道府県市町村共募義援

金の集約等 

①登別市で展開する募金募集活動 
②登別市共同募金委員会 

◇市民の皆様からお預かりした募金 

③社会福祉法人北海道共同募金会 
◇道内で集められた募金の集約 
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登別市共同募金委員会作成 

京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金 

この度、京都府共同募金会では、令和元年７月１８日に京都府京都市で発生した放火事件により、多数の方々

が生命、または身体に危害をうけ、放火事件の犠牲者数としては平成以降最悪という甚大な被害が生じておりま

すことから被害者やご遺族の支援を目的に義援金の募集を実施することになりました。 

 この義援金については、窓口での受付は行いませんので下記口座へ送金いただきますようお願い申し上げます。 

 

１．義援金名  「京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金」 

 

２．募集期間  ２０１９年９月９日（月）～２０１９年１０月３１日（木） 

 

３．受付方法   

  ■義援金送付先（直接送金する場合） 

   京都府共同募金会の受付口座 

   金融機関名：ゆうちょ銀行 

   口座番号：００９７０－５－３２３２８９  

   口座名義：共募京都府 7.18放火事件被害者義援金  

 

４．税制優遇措置  

株式会社等の法人からの寄付行為は『全額損金』として取り扱えます。 

 ≪法人税法第３７条第３項第２号≫ 

  個人からの寄付行為が２００１円以上の場合は、所得税・住民税の『寄付金控除』を 

受けることができます。 

 ≪所得税法第７８条第２項第２号、地方税法第３７条２・第３１４条の７第１項第１号≫ 

  ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

５．その他    災害義援金のみ取扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

 

詳しくは中央共同募金会ホームページをご覧ください。 

 

＜集められた義援金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件の被害者・ご遺族へ配分 

義援金配分委員会 

◇各種義援金の集約 

①被災県共同募金会 
◇全国都道府県市町村共募義援金

の集約等 
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登別市共同募金委員会作成 

令和元年台風第１５号千葉県災害義援金 

令和元年９月８日の台風１５号の暴風雨により、県内各地で停電等大きな被害がでております。 

この災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けます。 

皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

１．義援金名  「令和元年台風第１５号千葉県災害義援金」 

 

２．募集期間  ２０１９年９月１７日（火）～２０１９年１２月３０日（月） 

 

３．受付方法   

  ■義援金取り扱い窓口 

   ①登別市共同募金委員会（登別市社会福祉協議会） 

   受付時間 平日９時～１７時３０分（土・日祝日除く） 

   住  所 登別市片倉町６－９－１ しんた２１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ ０１４３－８８－０８６０ 

 

  ■義援金送付先（直接送金する場合） 

   千葉県共同募金会の受付口座 

   金融機関名：ゆうちょ銀行 

   口座番号： ０１６０－２－２９３２１８ 

   口座名義： 千葉県共募令和元年台風１５号千葉県災害義援金 

 

４．税制優遇措置  

株式会社等の法人からの寄付行為は『全額損金』として取り扱えます。 

 ≪法人税法第３７条第３項第２号≫ 

  個人からの寄付行為が２００１円以上の場合は、所得税・住民税の『寄付金控除』を 

受けることができます。 

 ≪所得税法第７８条第２項第２号、地方税法第３７条２・第３１４条の７第１項第１号≫ 

  ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

５．その他    災害義援金のみ取扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

 

詳しくは中央共同募金会ホームページをご覧ください。 

 

＜集められた義援金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災県市区町村（行政） 
◇被災状況調査、助成世帯決定及び支給等 

義援金配分委員会 

◇各種義援金の集約 
④被災県共同募金会 

◇全国都道府県市町村共募義援

金の集約等 

①登別市で展開する募金募集活動 
②登別市共同募金委員会 

◇市民の皆様からお預かりした募金 

③社会福祉法人北海道共同募金会 
◇道内で集められた募金の集約 
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登別市共同募金委員会作成 

令和元年台風第１９号災害義援金 

令和元年台風第 19 号に伴う災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による 住宅への浸水被害、

土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生しております。 

この災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けます。 

皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

１．義援金名  「令和元年台風第１９号災害義援金」 

 

２．募集期間  ２０１９年１０月１６日（水）～２０１９年１２月３０日（月） 

 

３．受付方法   

  ■義援金取り扱い窓口 

   ①登別市共同募金委員会（登別市社会福祉協議会） 

   受付時間 平日９時～１７時３０分（土・日祝日除く） 

   住  所 登別市片倉町６－９－１ しんた２１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ ０１４３－８８－０８６０ 

 

  ■義援金送付先（直接送金する場合） 

   中央共同募金会の受付口座 

   金融機関名：ゆうちょ銀行 

   口座番号： ００１３０－０－４２１０２０ 

   口座名義： 中央共同募金会令和元年台風第 19 号 災害義援金 

 

  ■募金箱設置場所 

   協同組合登別中央ショッピングセンター アーニス 

   受付期間 ２０１９年１０月１９日～２０１９年１２月末頃まで 

住  所 登別市中央町４－１１ 

 

４．税制優遇措置  

株式会社等の法人からの寄付行為は『全額損金』として取り扱えます。 

 ≪法人税法第３７条第３項第２号≫ 

  個人からの寄付行為が２００１円以上の場合は、所得税・住民税の『寄付金控除』を 

受けることができます。 

 ≪所得税法第７８条第２項第２号、地方税法第３７条２・第３１４条の７第１項第１号≫ 

  ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

５．その他    災害義援金のみ取扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

詳しくは中央共同募金会ホームページをご覧ください。 

 

＜集められた義援金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 
被災県市区町村（行政） 

◇被災状況調査、助成世帯決定及び支給等 

義援金配分委員会 

◇各種義援金の集約 
④中央共同募金会 
◇全国都道府県市町村共募義援

金の集約等 

①登別市で展開する募金募集活動 
②登別市共同募金委員会 

◇市民の皆様からお預かりした募金 

③社会福祉法人北海道共同募金会 
◇道内で集められた募金の集約 


